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医学部入学定員増の経緯 

 

 

区  分 増員年度 増員の概要 増員の期限 備   考 

＊ 

新医師確保総合対策 

 

 

平成 20 年 

青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山梨、 

長野、岐阜、三重および自治医大 

1 県最大 10 名まで   （最大 110 名） 

平成 20 年度から 10 年間 

（平成 29 年度まで） 

平成16年の人口10万人対医師

数が 200 未満の県が対象 

 

緊急医師確保対策 

 

 

平成 21 年 

全都道府県ごと最大 5名まで 

（北海道は 15 名まで） 

（最大 285 名） 

平成 21 年度から 9年間 

（平成 29 年度まで） 

 

経済財政改革の基本方針 

２００８ 

 

 

〃 

過去最大(8280 名)の範囲内まで増員。 

都道府県毎の定員増の上限数は特段設けない。 

ただし、増員後の各大学の入学定員は 120 名を 

超えないことを原則とする。 

期限を設けた定員増ではな

いが、見直しあり 

 

経済財政改革の基本方針 

２００９ 

 

平成 22 年 

地域枠     （最大 329 名） 

研究医枠    （最大 10 名） 

歯学部定員振替枠（最大 30 名） 

平成 22 年度から 10 年間 

（平成 31 年度まで） 

 

 

 




